
法人事業税税率表

２号

※ 特定卸供給事業については，令和４年４月１日以後に終了する事業年度から上記税率が適用されます。

法人の区分ごとの適用税率
○　Aの税率が適用される法人

・ 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・ 【所得金額課税法人の場合】所得金額が年4,000万円を超える法人

・ 【収入金額課税法人の場合】収入金額が年3億2,000万円を超える法人
※　所得金額課税事業と収入金額課税事業を併せて行う法人については，所得金額と収入金額のいずれか一方の事業が超過税率の要件を満たす際は，両事業ともに超過税率が適用されます。

・ 解散（合併による解散を除く。）による清算所得に対する事業税を課される法人（平成22年9月30日までに解散した法人のみ）
・ 保険業法に規定する相互会社
・ 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
・ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
・ 法人税法に規定する受託法人

○　Bの税率が適用される法人
　上記以外の法人
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事業の区分
（地方税法第72条
の2第1項各号）

１号

３号

４号

０．１５７５％
（０．１５％）

０．８０２５％
（０．７５％）

１．９４２５％
（１．８５％）

０．８０２５％
（０．７５％）

０．３８８５％
（０．３７％）

０．４９５％
（０．４％）

１．１８％
（１．０％）

所得のうち年４００万円を超え年８００万円以下の金額の
２．４７５％
（２．２％）

３．４７５％
（３．２％）

２．５３％
（２．３％）

０．６３５％
（０．５％）

０．８３５％
（０．７％）

０．８３５％
（０．７％）

所得のうち年８００万円を超える金額及び清算所得の
３．２６％
（２．９％）

４．６６％
（４．３％）

３．４％
（３．１％）

０．８８％
（０．７％）

１．１８％
（１．０％）

１．１８％
（１．０％）

３以上の都道府県に事務所等のある，資本金の額又は出資金の額が
１，０００万円以上の法人は，上記にかかわらず所得及び清算所得の
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（２．９％）

４．６６％
（４．３％）
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０．８８％
（０．７％）

１．１８％
（１．０％）

１．１８％
（１．０％）

外形標準課税法人

事業年度末の資本
金の額又は出資金
の額が１億円を超え
る法人

付加価値割
０．５０４％
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（０．７２％）

１．２６％
（１．２％）

１．２６％
（１．２％）

１．２６％
（１．２％）

１．２６％
（１．２％）

資本割
０．２１％
（０．２％）

０．２１％
（０．２％）
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（０．３％）
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（０．５％）
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（０．５％）
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（０．５％）

０．５２５％
（０．５％）

所
得
割

所得のうち年４００万円以下の金額の
１．６９％
（１．５％）

２．３９％
（２．２％）

１．７５５％
（１．６％）

０．３９５％
（０．３％）

０．４９５％
（０．４％）

５．２３％
（４．９％）

５．２３％
（４．９％）

３以上の都道府県に事務所等のある，資本金の額又は出資金の額が１，
０００万円以上の法人は，上記にかかわらず所得及び清算所得の

３．９３％
（３．６％）

４．９３％
（４．６％）

４．９３％
（４．６％）

４．９３％
（４．６％）

５．２３％
（４．９％）

５．２３％
（４．９％）

５．２３％
（４．９％）

３以上の都道府県に事務所等のある，資本金の額又は出資金の額が１，
０００万円以上の法人は，上記にかかわらず所得及び清算所得の

５．７８％
（５．３％））

７．１８％
（６．７％）

７．１８％
（６．７％）

７．１８％
（６．７％）

７．４８％
（７．０％）

７．４８％
（７．０％）

７．４８％
（７．０％）

特別法人
（協同組合，信用金
庫，医療法人等）

所
得
割

所得のうち年４００万円以下の金額の
２．９５％
（２．７％）

３．６５％
（３．４％）

３．６５％
（３．４％）

３．６５％
（３．４％）

３．７５％
（３．５％）

３．７５％
（３．５％）

３．７５％
（３．５％）

所得のうち年４００万円を超える金額及び清算所得の
３．９３％
（３．６％）

４．９３％
（４．６％）

４．９３％
（４．６％）

４．９３％
（４．６％）

５．２３％
（４．９％）

２．９５％
（２．７％）

３．６５％
（３．４％）

３．６５％
（３．４％）

３．６５％
（３．４％）

３．７５％
（３．５％）

３．７５％
（３．５％）

３．７５％
（３．５％）

所得のうち年４００万円を超え年８００万円以下の金額の
４．３６５％
（４．０％）

５．４６５％
（５．１％）

５．４６５％
（５．１％）

５．４６５％
（５．１％）

５．６６５％
（５．３％）

５．６６５％
（５．３％）

５．６６５％
（５．３％）

所得のうち年８００万円を超える金額及び清算所得の
５．７８％
（５．３％）

７．１８％
（６．７％）

７．１８％
（６．７％）

７．１８％
（６．７％）

７．４８％
（７．０％）

７．４８％
（７．０％）

７．４８％
（７．０％）

電気供給業（発電事業，小売電気事業又は特定卸
供給事業（※））を行う法人

資本金の額
又は出資金
の額が1億
円超の法人

　収入割　　収入金額の

　付加価値割　　付加価値額の

　資本割　　資本金等の額の

上記以外の
法人

　収入割　　収入金額の

　所得割　　所得金額の

特定ガス供給業を行う法人（特別一般ガス導管事
業者に係る供給区域内でガス製造事業を行う法
人）

　収入割　　収入金額の

　付加価値割　　付加価値額の

　資本割　　資本金等の額の

平成26年
9月30日まで

平成26年
10月１日以降

平成27年
4月１日以降

平成28年
4月１日以降

令和元年
10月１日以降

０．９６５％
（０．９％）

１．０６５％
（１．０％）

電気供給業（発電事業，小売電気事業又は特定卸供給事業
（※）を除く）・ガス供給業（一般ガス導管事業又は特定ガス導管
事業を行う法人）・保険業を行う法人

　収入割　　収入金額の
０．７６５％
（０．７％）

０．９６５％
（０．９％）

０．９６５％
（０．９％）

事業年度開始の日及び税率区分

　　　　　　　　　　　　　　　Aの税率：超過税率 　 ：　上段に記載する税率
　　　　　　　　　　　　　 　（Bの税率：標準税率）　：　下段カッコ内に記載する税率
　　　　　　　　　　　　　　※　いずれの税率の適用となるかは，本表欄外下部を御確認ください。

法人事業税

令和4年
4月１日以降

１．０６５％
（１．０％）

令和2年
4月１日以降

１．０６５％
（１．０％）

以
下
の
事
業
以
外
の
事
業
を
行
う
法
人

普通法人
（特別法人，外形標
準課税法人以外）

所
得
割

所得のうち年４００万円以下の金額の


